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第５号議案 神戸国際港都建設計画区域区分の変更について 

 

 

計  画  書  

 

神戸国際港都建設計画区域区分の変更(神戸市決定) 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

１ 市街化区域と市街化調整区域との区分 

 

  計画図表示のとおり 

 

 

２ 人口フレーム 

 

単位：千人 

         年 次 

区 分 
平成２２年 平成３２年 

都市計画区域内人口 １,５４４  １,５３３  

 市街化区域内人口 １,４９５  １,４８８  

 配分する人口 － １,４７７ 

保留する人口 － １１ 

 （特定保留） － １ 

（一般保留） － １０ 

 

 

 

理    由 

 

別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 

神戸都市計画区域においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和 45

年に市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を定めた後、社会経済情

勢の変化に対応するため、概ね５年ごとに全市的な見直しを行ってきている。 

近年、人口減少・超高齢化の進行や地球温暖化防止への取り組みなど、都市を取り巻く社会経

済情勢が大きく変化しており、このような状況に適切に対応し、自然環境と都市機能が調和した

コンパクトで持続可能な都市づくりを進めるため、本計画のとおり第７回目の区域区分見直しを

行うものである。 

 

 

（参考）区域区分 変更前後対照表 

種  類 
面 積 (ha) 

変更前 変更後 増減 

都市計画区域 約 55,727（100％） 約 55,727（100％） － 

 市街化区域 約 20,378（ 37％） 約 20,364（ 37％） 約 △ 13 

 

市街化調整区域 約 35,349（ 63％） 約 35,363（ 63％） 約   13 

 特定保留区域 約     26 約     40 約   13 

 
一般保留区域 

（暫定市街化調整区域） 
約    152 約    66 約 △ 86 

 

 


